
熊本地震における建築物被害の原因分析を踏まえた主な取組方針

１．倒壊等防止のための取組方針

２．機能継続（使用し続ける、住み続ける）のための取組方針

○ 現行の耐震基準※については、有効性を確認。
これをさらに強化するのではなく、既存ストックを含め、現行基準が求める耐震

性能の確保を目指す。

※昭和５６年に導入された新耐震基準（木造は平成１２年に接合部等の仕様を明確化）

① 旧耐震基準の建築物について、耐震改修、建替え等の促進。

② 新耐震基準の建築物について、接合部の重要性を踏まえ、以下の対策を実施。

・ 既存の木造住宅について、平成12年以前のものを中心に、リフォーム等の機
会をとらえ、同年に明確化した仕様に照らして、接合部等の状況を確認するこ
とを推奨（効率的な確認方法を年度内目途にとりまとめ）。

・ 接合部について、適切な設計・施工がなされるよう、関係主体に注意喚起。

③ 平成26年に新たに基準を設けた特定天井について、耐震改修等の促進。明

○ 建築基準法の遵守に加え、建築物に対するニーズに応じて、より高い性能の確保
を目指す。

① 防災拠点の機能継続にかかるガイドラインをとりまとめ、必要な対策が講じら
れるよう周知・支援。

② 消費者がより高い耐震性能の住宅を選択できるよう、住宅性能表示制度の普及
を推進。
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